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施策名 マイナンバーカードの普及促進 

担当課 政策課 ※１、自治振興課 

該当する 

基本方針 

(3) マイナンバーカードの普及・活用 

 

現状と課題 ・マイナンバーカードは、オンラインで確実な本人確認を行うことができ、デジタル社

会の基盤となるものであり、その普及拡大が社会全体のデジタル化のカギを握ってい

る。 

・マイナンバーカードの普及・活用を推進するためには、マイナンバーカードの利便性

を高めるための取組の充実を図っていく必要がある。 

・マイキープラットフォームを利用して、クレジットカードのポイントや航空会社のマ

イル等を自治体ポイントに交換し、商店街やオンライン販売サイトなどでの買い物な

どに使うことができることから、地域経済の活性化につながることが期待されてき

た。 

・国は、令和２年９月から実施しているマイナポイント事業を、令和３年９月まで延長

することとしている。 

取組の方向

性 

・マイナンバーカードの利便性、安全性について県民の理解を深めるため、関係機関と

連携して、様々な広報媒体等を活用した広報活動を行う。 

・自治体ポイントやマイナポイントにとどまらず、マイキープラットフォームを利用し

たマイナンバーカードの利便性向上策について検討する。 

ＫＰＩ  

指標 当初(H30 年度) 現状(R2 年度) 目標(R3 年度) 

マイナンバーカードに関する広報・

啓発 
推進 推進 推進 

マイナンバーカードのマイキープラ

ットフォームの活用 
検討 検討 検討 

 

工程表  
R1 年度 R2 年度 R3 年度 

   

 

 

マイナンバーカードのマイキープラットフォームの活用 

マイナンバーカードに関する広報・啓発 
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施策名 マイナンバーカードを利用した証明書のコンビニ交付の促進 

担当課 自治振興課 

該当する 

基本方針 

(3) マイナンバーカードの普及・活用 

 

現状と課題 ・マイナンバーカードを利用した証明書のコンビニ交付サービスについては、現在、高

松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、三豊市、琴平町、多度津町、まんのう

町の６市３町が実施している。 

・市町の窓口で取得していた住民票や戸籍等の証明書を最寄りのコンビニで取得するこ

とができ、住民の利便性向上や窓口業務の負担軽減につながるため、コンビニ交付サ

ービス導入市町の拡大がのぞまれている。 

 

取組の方向

性 

・未参加市町に対する助言や情報提供等により、コンビニ交付サービス導入市町の一層

の拡大を図る。 

ＫＰＩ  

指標 当初(H30 年度) 現状(R2 年度) 目標(R3 年度) 

証明書のコンビニ交付を実施する 

市町の数 
4 団体 9 団体 拡大 

 

 

工程表  
R1 年度 R2 年度 R3 年度 

   

 

 

未参加市町に対する導入促進（助言、情報提供等） 
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施策名 市町のマイナンバーカード交付円滑化計画等のフォローアップ 

担当課 自治振興課 

該当する 

基本方針 

(3) マイナンバーカードの普及・活用 

現状と課題 ・令和元年９月、国から、市区町村におけるマイナンバーカード交付円滑化計画の策定

について依頼があり、県内全市町が策定している。（計画期間：令和４年度末まで） 

・市町におけるマイナンバーカードの交付が円滑に行われるよう、当該計画が着実に実

施される必要がある。 

・あわせて、令和元年９月、国から、市区町村におけるマイキーＩＤ設定支援計画の策

定について依頼があり、県内全市町が策定している（計画期間：令和３年３月末まで。

マイナポイント事業の延長に伴い、今後、同年９月末まで延長される見込み）。 

・マイナンバーカード取得者がマイキーＩＤを設定することが、マイナポイント事業が

浸透するための前提となるため、当該計画が着実に実施される必要がある。 

取組の方向

性 

・これらの計画に基づく市町の取組実績の調査を月単位で実施し、進捗状況の確認を行

うとともに、必要な助言を行う。 

ＫＰＩ  

指標 当初(H30 年度) 現状(R2 年度) 目標(R3 年度) 

交付円滑化計画のフォローアップ － 推進 推進 
 

工程表  
R1 年度 R2 年度 R3 年度 

   

 

 

交付円滑化計画のフォローアップ 


